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Point 1 労働時間に応じた賃金を、適正に支払いましょう�　労働基準法第24条

Point 2 時間外・深夜割増賃金を支払いましょう �　労働基準法第37条

Point 3 最低賃金以上の賃金を支払いましょう �　最低賃金法第4条

○ 賃金の算定の基礎となる労働時間

介護サービスに
直接従事する時間

介護労働者の労働時間

（５）  賃金について

○ 支払う賃金と最低賃金額との比較方法 

時間によって
定められた賃金
 （時間給）  

日、週、月等に
よって定められ
た賃金 

当該期間における
所定労働時間数

（日、週、月によって所定労働時
間数が異なる場合には、それ
ぞれ1週間、4週間、1年間の平

均所定労働時間数）

最低賃金額
（時間額） 

この労働時間に応じ賃金を算定

・　賃金は、いかなる労働時間についても支払わなければなりません。
・　労働時間に応じた賃金の算定を行う場合（時給制などの場合）には、交替制勤務における引継ぎ時間、業務報
告書の作成時間等、介護サービスに直接従事した時間以外の労働時間も通算した時間数に応じた算定をして
ください。※（３）Point 1、ⅡPoint 3 参照

（3）Point1の引継ぎ時間、業務報告書等の
作成時間、会議等の時間、研修時間等、Ⅱ
Point3の移動時間、待機時間等、介護サービ
スに直接従事した時間以外の労働時間

・　また、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合には、休業手当を適正に支払わなければ
なりません。  ※ⅡPoint 2 参照 

・　賃金は、地域別最低賃金以上の金額を支払わなければなりません。
・　地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内のすべての労働者に対して適用される最低賃
金として、各都道府県ごとに定められています。

・　時間外労働に対しては、25％以上（※）の割増賃金を支払わなければなりません。
※　１か月に60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は50％以上です（中小企業については、
当分の間、猶予されています。）。

・　深夜業（午後 10時から午前 5時までの労働）に対しては、25％以上の割増賃金を支払わなければなり
ません。
・　休日労働に対しては、35％以上の割増賃金を支払わなければなりません。 
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Point 1 非正規労働者にも年次有給休暇を付与しましょう �　労働基準法第39条

・ 所定労働日数が少ない労働者に対しても、所定労働日数に応じた年次有給休暇を与える必要があります。

・ 労使協定により、年次有給休暇について、5日の範囲内で時間を単位として与えることができます。

○ 年次有給休暇の付与の要件

○ 予定されている今後１年間の所定労働日数を算出し難い場合の取扱い

○ 年次有給休暇の日数

（６）  年次有給休暇について

6か月経過雇入日

6か月継続勤務
と判断される場合 

※ 年次有給休暇
の付与

週所定
労働時間

週所定
労働日数

１年間の所定
労働日数 ※

30時間
以上

30時間
未満

5日以上

4日

3日

2日

1日

217日以上

169日から
216日まで
121日から
168日まで
73日から
120日まで
48日から
72日まで

6か月 1年
6か月

雇入日から起算した継続勤務期間ごとの年次有給休暇日数

2年
6か月

3年
6か月

4年
6か月

5年
6か月

6年6か月
以上

10日

7日

5日

3日

1日

11日

8日

6日

4日

2日

12日

9日

6日

4日

2日

14日

10日

8日

5日

2日

16日

12日

9日

6日

3日

18日

13日

10日

6日

3日

20日

15日

11日

7日

3日

※ 週以外の期間によって労働日数が定められている場合 

全労働日の
8割以上出勤

・ 非正規労働者も含め、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、年次有給
休暇を与えなければなりません。
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※ 継続勤務とは在籍期間を意味し、継続勤務かど
うかについては、勤務の実態に即し実質的に判断す
べきものです。

　年次有給休暇が比例付与される日数は、原則として基準日（年次有給休暇付与日）において予定
されている今後１年間の所定労働日数に応じた日数です。
　ただし、予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定
労働日数を算出することとして差し支えありません。したがって、例えば、雇入れの日から起算し
て６か月経過後に付与される年次有給休暇の日数については、過去６か月の労働日数の実績を２倍
したものを「１年間の所定労働日数」とみなして判断して差し支えありません。
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（7）  解雇・雇止めについて

Point 2 年次有給休暇の取得を抑制する不利益取扱いはしないようにしましょう �　労働基準法第136条

Point 1 解雇・雇止めを行う場合は、予告等の手続を取りましょう�　労働基準法第20条、労働契約法第19条、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準第1条ほか

・　やむを得ず労働者の解雇を行う場合には、少なくとも30日前までの予告が必要です。
　予告を行わない場合には、解雇までの日数に応じた解雇予告手当を支払う必要があります。

Point 2 解雇について労働契約法の規定を守りましょう�　労働契約法第16条、第17条第1項

○ 期間の定めのない労働契約の場合
� 労働契約法の規定により、権利の濫用に当たる解雇は無効となります。
○ 期間の定めのある労働契約（有期労働契約）の場合

解雇予告手当

解雇までの日数 30日前

なし

予 告

20日前

10日分

予 告

10日前

20日分

予 告

解雇日

30日分 ×平均賃金

予告なし

・　年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他の不利益な取扱いをしてはいけま
せん。

・　例えば、精皆勤手当や賞与の額の算定に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として取り扱
うことは、不利益取扱いとして禁止されます。

・　有期労働契約※を更新しない場合には、少なくとも 30日前までの予告が必要です。
※　３回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に係るものに限り、あら
かじめ更新しない旨明示されているものを除きます。

・　実質的に期間の定めのない契約と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的
であると考えられる場合、使用者が雇止めをすることが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相
当と認められないとき」は、雇止めが認められません。従来と同一の労働条件で、有期労働契約が更新さ
れます。

・　労働者から請求があった場合には、解雇・雇止めの理由等について、証明書を交付する必要があり
ます。

� 労働者と有期労働契約を締結している場合には、やむを得ない事由がある場合でなければ、契
約期間中に解雇することはできません。期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性
は厳しく判断されます。

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」
（平成15年厚生労働省告示第357号）について

　有期労働契約については、契約更新の繰り返しにより、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約更新
をせずに期間満了をもって退職させるなどの、いわゆる「雇止め」をめぐるトラブルが大きな問題となっています。
　この基準は、このようなトラブルの防止を図るため、労働基準法第 14条第２項に基づき、使用者が講ずべき措
置について定めたものです。
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Point 1 労働者名簿、賃金台帳を作成、保存しましょう�　労働基準法第107条、第108条、第109条

（8）  労働者名簿、賃金台帳について

Point 1 衛生管理体制を整備しましょう�　労働安全衛生法第12条、第12条の2、第13条、第18条ほか

Point 2 健康診断を確実に実施しましょう�　労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条、第44条、第45条ほか

・　非正規労働者も含め、常時使用する労働者に対しては、
○ 雇入れの際
○ １年以内ごとに１回 ※
※ 深夜業等の特定業務に常時従事する者については、
6か月以内ごとに１回

定期に健康診断を実施しなければなりません。

 

（9）  安全衛生の確保について

記載
事項

保存
期間

労働者の氏名、
雇入れの年月日、
退職の年月日及びその事由 等

労働者の氏名、賃金計算期間、
労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、
基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額 等

労働者の退職等の日から3年間

労 働 者 名 簿

・　労働者の労務管理を適切に行うため、労働者名簿を作成し、労働者の氏名、雇入れの年月日、退
職の年月日及びその事由等を記入しなければなりません
・　また、賃金台帳を作成し、労働者の氏名、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、基本給等
を賃金の支払の都度遅れることなく記入しなければなりません。
・　これらは労働関係に関する重要な書類ですので、それぞれ3年間保存してください。

最後の記入をした日から3年間 

賃 金 台 帳

・ 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、衛生管理者や産業医を選任し、また、衛生委員会を
設置する必要があります。
・　常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は、衛生推進者を選任する必要があります。
・　これらの衛生管理体制を整備し、労働者の健康障害の防止、健康の保持増進、労働災害の防止な
どを図りましょう。
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Point 4 労働災害の防止に努めましょう

「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」
（平成18年3月17日付け基発第0317008号）の主な内容

Point 3 過重労働による健康障害を防止しましょう�　過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置、労働安全衛生法第66条の8ほか

・ 「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」に基づき、過重労働による
　健康障害防止措置を講じてください。

・　短時間労働者であっても、下記①②のいずれにも該当する場合は「常時使用する労働者」として健康診
断が必要です。
① 期間の定めのない労働契約又は期間１年以上の有期労働契約により使用される者、契約更新により
１年以上使用され、又は使用されることが予定されている者
② 週の労働時間数が、通常の労働者の週の労働時間数の４分の３以上である者

・　なお、健康診断の実施は法で定められたものですので、その実施に要した費用を労働者に負担させるこ
とはできません。

・ 時間外・休日労働の削減
○　時間外・休日・労働協定は、限度基準（（3）Point4参照）に適合したものとしてください。
○　月45時間を超える時間外労働が可能な場合にも実際の時間外労働は月45時間以下とするよう努めてください。

・ 労働者の健康管理に係る措置の徹底
○　時間外・休日労働が１月あたり100時間を超え、疲労の蓄積が認められる（申出をした）労働者などに対し、医師
による面接指導等を実施してください。 等

・　労働者の安全と健康はかけがえのないものであり、常に労働災害の防止に努めましょう。特に、災害が
多発している腰痛災害や交通事故の防止に取り組んでください。

・　以下の指針等を踏まえた災害防止対策を講じましょう。
　　○　社会福祉施設における労働災害防止のために～腰痛対策・４S活動・KY活動～

（http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/111202-1.html）
　　○　社会福祉施設における労働災害防止のために～転倒、転落災害を防ぎましょう～

（http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/120223-1.html）
　　○ 社会福祉施設を運営する事業主の皆さまへ　介護・看護作業による腰痛を予防しましょう

（http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/131025-01.html）
　　○ 交通労働災害防止のためのガイドライン （平成20年4月3日付け基発第0403001号）

（http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130912-01.html）
　　○ ノロウイルスに関するＱ＆Ａ

（http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html）
　　○ 在宅介護サービス業におけるモデル安全衛生規程及び解説

（http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0503-1.html）

・　労働者に対しては、雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育を実
施しなければなりません。安全衛生教育の実施に当たっては、業務の実
態を踏まえ、上記災害の原因、その防止等に関する項目を盛り込むよう
配意しましょう。
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Point 1 労働保険の手続を取りましょう

労 働 保 険 

労災保険とは

 労災保険の対象となる労働者

雇用保険とは

 雇用保険の対象となる労働者

（10）  労働保険について

・ 労働保険とは、労働者災害補償保険（労災保険）と雇用保険の総称です。
　　介護労働者を含め労働者を一人でも雇っていれば、その事業場は労働保険の適用事業場となりますので、
労働保険の手続を取る必要があります。

 労災保険とは、労働者が業務上の事由又は通勤に
より負傷等を被った場合等に、被災した労働者や遺
族を保護するため必要な保険給付等を行うものです。

　労働契約の期間や労働時間の長短にかかわらず、
全ての労働者が労災保険の対象となります。

　雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者
について雇用の継続が困難となる事由が生じた場
合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、
再就職を促進するために必要な給付等を行うもの
です。

　次のいずれにも該当する労働者が、原則として
雇用保険の対象となります。

①　１週間の所定労働時間が 20 時間以上であ
ること

②　31日以上の雇用見込みがあること


